
法務研究科

履修方法

１．通則

修了要件は、３年以上在学し、１００単位以上修得することとする。

法学既修者認定試験合格者は、第１年次配当の必修科目（１２科目：３４単位）を修得し

たものとみなされ、１年を超えない期間の在学期間を短縮することができる。

各学年における履修可能単位数は、１年次は各学期２２単位、通年４０単位。２年次は、

各学期２０単位、通年３６単位を上限。３年次は、各学期２４単位、通年４４単位を上限と

する。

各履修概要は次のとおり。

必修科目［６６単位］

１年次：３４単位（春学期：１６単位、秋学期：１８単位）

＊法学既修者認定試験合格者は免除する。

２年次：２０単位（春学期：８単位、秋学期：１２単位）

２・３年次：６単位

３年次：６単位

選択必修科目［１０単位］

基礎法・隣接科目：修了までに４単位

実務系基礎科目 ：修了までに４単位

共通選択科目

＊また、論文指導として、「研究論文指導Ⅰ、Ⅱ」および「ペーパーオプション」を履修す

ることができる。前者は単独の科目として、後者は基礎法科目や法律基本科目応用演習等

の共通選択科目に付随する形でそれぞれ２単位が与えられる。
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